
　■ 保険補償制度
　　ご利用中の万一の事故に備え、下記の保険・補償額が含まれています。

対人補償 　1名につき無制限　（自賠責保険含む。免責０円）

対物補償 　1事故につき無制限　（免責５万円）

車両補償 　1事故につき時価額　（免責５万円）

　1名につき3,000万円まで

※ 保険の免責金額および給付される保険金を超える損害額は、お客様のご負担となります。

※ 保険契約の免責事項に該当する事故の場合、保険金は給付されません。

　■ 営業補償（ＮＯＣ）制度

　　ご利用中の事故や盗難等又は、ご利用者の過失等により、故障･汚損･臭気（タバコ･石油類等）等が発生し、

　　車両の修理･清掃等が必要となった場合、損害の程度･期間にかかわらず、当社がサービスを提供できない

　　ことについて、営業補償の一部として以下の補償金（ノン･オペレーションチャージ）をご負担頂きます。

　■ 保険・補償制度の適用範囲外

　　主なケース（詳しくは、貸渡約款をご確認ください。）

１．事故時に所定の手続き(警察及び当社への連絡等)が無かった場合

　　・無断示談、当て逃げ等

２．貸渡約款に違反している場合

　　・飲酒運転、違法駐車、薬物使用等

　　※無断延長での利用

３．使用、管理上の落ち度があった場合

　　・無施錠での盗難

　　・装備品の破損、車内の汚損

　　・給油燃料の種別違いによる損害

【NOC補償対象外】禁煙車での喫煙、故意の損傷、ペットの毛の付着等、異臭（例：動物・灯油・魚類等のにおい）

※万一の事故でご負担が ････ 免責額（対物５万、車両５万） ＋ ＮＯＣ（５万）で、最大１５万円！

５万円

２万円

※ご利用者に過失のない事故損害についても、警察への届出が必要です。

※補償の限度額を超えた損害についても、お客様の実費負担となります。

　レンタカーで自走できず、予定の店舗に返却されなかった場合

※ この制度は、ご利用者に過失が認められない時に限り、ご負担を免れることが出来ます。

　※搭乗者の自動車事故によるケガ（死亡・後遺障害を含む）につき、

　　運転者の過失割合に関わらず、損害額を補償いたします。

　（限度額3,000万円：損害額認定は保険約款に基づき保険会社が実施）

人身傷害

　レンタカーで自走し、予定の店舗に返却された場合

事故による、ご負担金

対物 ５万円

車両 ５万円

負担金を免除

０円

お支払いＮＯＣの金額

最低 ２万円

最高 ５万円

ＮＯＣの支払いを免除

０円


